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議案第１号   

 

市道路線の認定について  

 

 

下記のとおり市道路線の認定を行いたいので、道路法（昭和２７年法律第１８０

号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

認定路線  

路線番号 路 線 名 起   点 終   点 
重要な

経過地 

参    考 

延  長 幅  員 

Ｉ－１６８８ 
小四郎久保２号

線 

小四郎久保 

1313番１先 

小四郎久保 

1313番１先 
 

ﾒｰﾄﾙ 

103.7 

ﾒｰﾄﾙ 

6.0～7.5 

 

 

 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

上記の路線は、交差点への信号機設置に必要であるので、提案するものであります。  
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議案第２号   

 

市道路線の認定について  

 

 

下記のとおり市道路線の認定を行いたいので、道路法（昭和２７年法律第１８０

号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

認定路線  

路線番号 路 線 名 起   点 終   点 
重要な

経過地 

参    考 

延  長 幅  員 

Ｉ－４４２７ 
下県指定４９６

号線 

美篶 

5275番３先 

美篶 

5275番６先 
 

ﾒｰﾄﾙ 

48.0 

ﾒｰﾄﾙ 

6.2 

 

 

 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

上記の路線は、宅地造成により整備された道路であり、市民の日常生活に特に重要

であるので、提案するものであります。  



 

 - 6 - 

議案第３号  

 

伊那市組織条例等の一部を改正する条例  

 

 

 （伊那市組織条例の一部改正）  

第１条  伊那市組織条例（平成１８年伊那市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。  

 

  第１条中  
       「総務部  
 「総務部」を      に改める。  
        企画部」  

 

  第２条総務部の項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第８号まで   

を１号ずつ繰り上げ、同項の次に次のように加える。  

  企画部  

   (1) 総合企画並びに人権及び男女共同参画に関すること。  

 (2) 地域政策及び人口増対策に関すること。  

(3) 情報処理及び統計に関すること。  

  

 （伊那市総合計画審議会条例の一部改正）  

第２条  伊那市総合計画審議会条例（平成１９年伊那市条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

  第７条中「総務部企画課」を「企画部企画政策課」に改める。  

 

（伊那市土地利用計画審議会条例の一部改正）  

第３条  伊那市土地利用計画審議会条例（平成１９年伊那市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。  

 

  第６条中「総務部企画課」を「企画部企画政策課」に改める。  

 

 （伊那市地域情報化審議会条例の一部改正）  

第４条  伊那市地域情報化審議会条例（平成２３年伊那市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。  

 

  第５条中「総務部」を「企画部」に改める。  

  

（伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会条例の一部改正）  
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第５条  伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会条例（平成２８年伊那市条例第１８

号）の一部を次のように改正する。  

 

  第７条中「総務部」を「企画部」に改める。  

 

 （伊那市地方創生総合戦略審議会条例の一部改正）  

第６条  伊那市地方創生総合戦略審議会条例（平成２７年伊那市条例第９号）の一部

を次のように改正する。  

 

  第７条中「総務部」を「企画部」に改める。  

 

 （伊那市新産業技術推進協議会条例の一部改正）  

第７条  伊那市新産業技術推進協議会条例（平成２８年伊那市条例第２３号）の一部

を次のように改正する。  

 

  第８条中「総務部企画課」を「企画部企画政策課」に改める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

平成２９年４月１日付けの組織機構の改編に伴い、所要の改正を行うため、提案す

るものであります。  
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議案第４号  

 

伊那市個人情報保護条例等の一部を改正する条例  

 

 

 （伊那市個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第１条  伊那市個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成２７年伊那市条例第  

２７号）の一部を次のように改正する。  

 

  第３条のうち伊那市個人情報保護条例第２条中第７号を第８号とし、第６号を第

７号とし、第５号の次に１号を加える改正規定中「第２項」の次に「（これらの規

定を番号法第２６条において準用する場合を含む。）」を加える。  

 

第３条のうち伊那市個人情報保護条例第２８条第２項の改正規定中「又は」を

「若しくは」に改め、「情報提供者」の次に「又は同条第８号に規定する条例事務

関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」を加える。  

 

 （伊那市個人情報保護条例の一部改正）  

第２条  伊那市個人情報保護条例（平成１８年伊那市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

  第１２条第１項中「及び次章」を「から第４章まで」に改める。  

 

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

（提案理由）  

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第６５号）の施行等

に伴い、所要の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第５号  

 

伊那市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び伊那市職員の育児休  

業等に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

 （伊那市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正）  

第１条  伊那市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（平成１８年伊那市条例第  

３１号）の一部を次のように改正する。  

 

  第５条の次に次の１条を加える。  

（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務）  

第５条の２  任命権者は、次に掲げる職員が、市長が規則で定めるところにより、

その子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職

員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁

判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に

限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定す

る養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として

市長が規則で定める者を含む。以下この条、次条及び第７条において同じ。）を

養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、市長が

規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務（始業及び

終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められ

た特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第３項において同

じ。）をさせるものとする。  

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員  

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している

子のある職員であって、市長が規則で定めるもの  

２  前項の規定は、第１４条第１項に規定する要介護者を介護する職員について準

用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、市長が規則で定めると

ころにより、その子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の

規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立に

ついて家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属し

ている場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第

２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準

ずる者として市長が規則で定める者を含む。以下この条、次条及び第７条におい

て同じ。）を養育」とあるのは、「第１４条第１項に規定する要介護者のある職

員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるも
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のとする。  

３  前２項に定めるもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の必要な事項は、

市長が別に定める。  

 

  第６条第１項中「満６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある」を

「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条第２項中「日常生活を営むのに

支障がある者を」を「要介護者を」に、「満６歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にある」を「小学校就学の始期に達するまでの」に、「日常生活を営む

のに支障がある者（以下この項において「要介護者」という。）」を「要介護者」

に改める。  

 

  第７条第２項中「満６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある」を

「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条第３項中「前項」を「前２項」

に、「日常生活を営むのに支障がある者を」を「要介護者を」に、「前項中「満６

歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子のある職員が、市長が規則

で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第１４条第１項に規定する日

常生活を営むのに支障がある者（以下この項において「要介護者」という。）のあ

る職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」」を「第１項

中「３歳に満たない子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を

養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市

長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第１４条第１項に規

定する要介護者のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を

介護」と、第１項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じるこ

とが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」」に改める。  

 

  第１０条中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。  

 

  第１４条第１項中「職員が」の次に「要介護者（」を、「あるもの」の次に「を

いう。以下同じ。）」を、「するため、」の次に「任命権者が、市長が規則で定め

るところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一

の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指

定する期間（以下「指定期間」という。）内において」を加え、同条第２項中「前

項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、

連続する６月の期間」を「指定期間」に改め、同条の次に次の１条を加える。  

（介護時間）  

第１４条の２  介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が

当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介

護者に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部

につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。  
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２  介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超えな

い範囲内で必要と認められる時間とする。  

 

  第１６条（見出しを含む。）中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。  

 

（伊那市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）  

第２条  伊那市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年伊那市条例第３２号）の

一部を次のように改正する。  

 

  第２条第３号ア (イ )を次のように改める。  

(イ ) その養育する子（法第２条第１項に規定する子をいう。以下同じ。）

が１歳６か月に達する日（第２条の３第３号において「１歳６か月到達

日」という。）までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、更

新後のもの）が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明

らかでない非常勤職員  

 

  第２条第３号イ中「次条第３号」を「第２条の３第３号」に、「養育する子の１

歳到達日」を「養育する子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳

到達日」という。）」に改める。  

 

  第２条の３を第２条の４とする。  

 

  第２条の２第３号中「当該子が１歳６か月に達する日」を「当該子の１歳６か月

到達日」に改め、同条を第２条の３とする。  

 

  第２条の次に次の１条を加える。  

（法第２条第１項の条例で定める者）  

第２条の２  法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の４第１号に規定する養育里親である職員（児童の親その他の

同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第

６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができな

い職員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規定により委託されている当該

児童とする。  

 

  第３条第１号を次のように改める。  

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、

当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次

に掲げる場合に該当することとなったこと。  

ア  死亡した場合  
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イ  養子縁組等により職員と別居することとなった場合  

 

  第３条第７号を同条第８号とし、同条第６号中「第２条の２第３号」を「第２条

の３第３号」に改め、同号を同条第７号とし、同条中第２号から第５号までを１号

ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。  

(2) 育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当したことにより当該

育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる

場合に該当することとなったこと。  

ア  前号ア又はイに掲げる場合  

イ  民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定による請求

に係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した

場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第

３号の規定による措置が解除された場合  

 

  第８条を次のように改める。  

（育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整）  

第８条  育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上

必要があると認められるときは、その育児休業の期間を１００分の１００以下の

換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に

復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として市長が定める

日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することが

できる。  

 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （伊那市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  第１条の規定による改正前の伊那市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第  

１６条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）において当該介護休暇の初日（以下この項において単

に「初日」という。）から起算して６月を経過していないものの当該介護休暇に係

る第１条の規定による改正後の伊那市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第  

１４条第１項に規定する指定期間については、任命権者は、市長が規則で定めると

ころにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日（初日から起算して

６月を経過する日までの日に限る。）までの期間を指定するものとする。  

（伊那市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

３  この条例の施行の際現に育児休業をしている職員が施行日以後に職務に復帰した

場合における第２条の規定による改正後の伊那市職員の育児休業等に関する条例第
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８条の規定の適用については、同条中「１００分の１００以下」とあるのは、  

「１００分の１００以下（当該期間のうち平成２９年４月１日前の期間については、

２分の１）」とする。  

（伊那市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）  

４  伊那市一般職の職員の給与に関する条例（平成１８年伊那市条例第３９号）の一

部を次のように改正する。  

第６３条中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。  

 

 

 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律（平成２８年法律第９５号）

の施行等に伴い、所要の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第６号  

 

伊那市特別会計条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市特別会計条例（平成１８年伊那市条例第４５号）の一部を次のように改正す

る。  

 

 第１条に次の１号を加える。  

 (3) 公有財産管理活用事業  

 

 

附  則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

伊那市公有財産管理活用事業特別会計を設置するため、提案するものであります。  



 

 - 15 - 

議案第７号  

 

伊那市積立基金条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市積立基金条例（平成１８年伊那市条例第５２号）の一部を次のように改正す

る。  

 

 別表中  

「  

ごみ処理施設整備

基金  

ごみ処理施設の整備、維持管理等

に要する費用の財源に充てる。  

伊那市一般会計  

                                    」を  

「  

ごみ処理施設整備

基金  

ごみ処理施設の整備、維持管理等

に要する費用の財源に充てる。  

伊那市一般会計  

土地取得基金  公有地の購入、管理及び売却に要

する費用の財源に充てる。  

伊那市公有財産管

理活用事業特別会

計  

                                    」に

改める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

土地取得基金を設置するため、提案するものであります。  
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議案第８号  

 

伊那市税条例等の一部を改正する条例  

 

 

（伊那市税条例の一部改正）  

第１条  伊那市税条例（平成１８年伊那市条例第５３号）の一部を次のように改正す

る。  

 

  附則第７条の３の２第１項中「平成４１年度」を「平成４３年度」に、「平成  

３１年」を「平成３３年」に改める。  

 

  附則第１６条第１項中「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第  

８２条第２号アの項中「第８２条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第２項中

「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日ま

で」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」に、「において、平

成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同

条の」を加え、同項の表第８２条第２号アの項中「第８２条第２号ア」を「第２号

ア」に改め、同条第３項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日か

ら平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日

まで」に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、

「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第８２条第２号アの項中「第

８２条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第４項中「規定する」を「掲げる」

に、「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１

日から平成２９年３月３１日まで」に、「において、平成２８年度分」を「には、

平成２９年度分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第

８２条第２号アの項中「第８２条第２号ア」を「第２号ア」に改める。  

 

第２条  伊那市税条例の一部を次のように改正する。  

 

  第１８条の３中「軽自動車税」を「種別割」に改める。  

 

  第１９条各号列記以外の部分中「第６７条」の次に「、第８１条の６第１項」を

加え、同条第２号及び第３号中「第９８条第１項」を「第８１条の６第１項の申告

書、第９８条第１項」に改める。  

 

  第８０条第１項及び第２項を次のように改める。  

   軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者

に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割に
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よって課する。  

 ２  前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第４４３条第２項に規定

する者を含まないものとする。  

 

  第８０条第３項中「第４４３条第１項」を「第４４５条第１項」に、「によって

軽自動車税」を「により種別割」に、「においては」を「には、第１項の規定にか

かわらず」に改め、同項ただし書中「もの」を「軽自動車等」に改める。  

 

  第８１条を次のように改める。  

  （軽自動車税のみなす課税）  

第８１条  軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保し

ている場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項に規定す

る三輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において「三輪以上の軽自動車の取

得者」という。）又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。  

２  前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更が

あったときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車

等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。  

３  法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業者

等」という。）が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売の

ためその他運行（道路運送車両法第２条第５項に規定する運行をいう。次項にお

いて同じ。）以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当

該販売業者等が、法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定を受けた場合

（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われ

た場合を除く。）には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなし

て、環境性能割を課する。  

４  法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車

を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動

車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割

を課する。  

 

  第８１条の次に次の７条を加える。  

  （日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲）  

第８１条の２  日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の

用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。  

  （環境性能割の課税標準）  

第８１条の３  環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常

要する価額として施行規則第１５条の１０に定めるところにより算定した金額と

する。  

  （環境性能割の税率）  
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第８１条の４  次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の

税率は、当該各号に定める率とする。  

  (1) 法第４５１条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の

適用を受けるもの  １００分の１  

  (2) 法第４５１条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の

適用を受けるもの  １００分の２  

  (3) 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの  １００分の３  

  （環境性能割の徴収の方法）  

第８１条の５  環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければなら

ない。  

  （環境性能割の申告納付）  

第８１条の６  環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲げる三輪

以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第  

３３号の４様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性

能割額を納付しなければならない。  

２  三輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、法第  

４５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施

行規則第３３号の４様式による報告書を市長に提出しなければならない。  

  （環境性能割に係る不申告等に関する過料）  

第８１条の７  環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべ

き事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者

に対し、１０万円以下の過料を科する。  

２  前項の過料の額は、情状により、市長が定める。  

３  第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、

その発付の日から１０日以内とする。  

  （環境性能割の減免）  

第８１条の８  市長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第９０条

第１項各号に掲げる軽自動車等（三輪以上のものに限る。）のうち必要と認める

ものに対しては、環境性能割を減免する。  

２  前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項につ

いては、規則で定める。  

 

  第８２条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条各号列記以外の部

分中「軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に

掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は」に改め、同条第２号ア中  

 「二輪のもの（側車付のものを含む。）  年額  ３ ,６００円  

  三輪のもの  年額  ３ ,９００円  

  四輪以上のもの  

   乗用のもの  
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    営業用  年額  ６ ,９００円  

    自家用  年額  １０ ,８００円  

   貨物用のもの  

    営業用  年額  ３ ,８００円  

    自家用  年額  ５ ,０００円  

   専ら雪上を走行するもの  年額  ３ ,６００円         」を  

 「 (ア ) 二輪のもの（側車付のものを含む。）  年額  ３ ,６００円  

  (イ ) 三輪のもの  年額  ３ ,９００円  

  (ウ ) 四輪以上のもの  

   ａ  乗用のもの  

    営業用  年額  ６ ,９００円  

    自家用  年額  １０ ,８００円  

   ｂ  貨物用のもの  

    営業用  年額  ３ ,８００円  

    自家用  年額  ５ ,０００円  

   ｃ  専ら雪上を走行するもの  年額  ３ ,６００円       」に改め、同

号イ中  

 「農耕作業用のもの  年額  ２ ,４００円  

  その他のもの  年額  ５ ,９００円      」を  

 「 (ア ) 農耕作業用のもの  年額  ２ ,４００円  

  (イ ) その他のもの  年額  ５ ,９００円   」に改める。  

 

  第８３条（見出しを含む。）及び第８５条（見出しを含む。）中「軽自動車税」

を「種別割」に改める。  

 

  第８７条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「軽自動

車税」を「種別割」に、「第３３号の４様式」を「第３３号の４の２様式」に改め、

同条第２項本文中「については」を「にあっては」に、「第３３号の４様式」を

「第３３号の４の２様式」に改め、同条第３項中「第３３号の４様式」を「第３３

号の４の２様式」に、「、原動機付自転車」を「並びに原動機付自転車」に改め、

同条第４項中「第８０条第２項」を「第８１条第１項」に、「規則で」を「規則

の」に、「当該請求」を「、当該請求」に改める。  

 

  第８８条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「第８０

条第２項」を「第８１条第１項」に改める。  

 

  第８９条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項各号列記以

外の部分中「所有者」を「軽自動車等の所有者等」に、「軽自動車税」を「種別

割」に改め、同項第２号中「公益のために」を「公益のため」に改め、同条第２項
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中「軽自動車税」を「種別割」に、「添付して」を「添付し」に改め、同条第３項

中「軽自動車税」を「種別割」に改める。  

 

  第９０条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項各号列記以

外の部分中「軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え、「軽自動車

税」を「種別割」に改め、「ことができる」を削り、同項第１号中「のうち、市長

が必要と認めるもの」を削り、同条第２項から第４項までの規定中「軽自動車税」

を「種別割」に改める。  

 

  第９１条第２項中「第４４３条」を「第４４５条若しくは第８１条の２」に、

「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第７項中「、又は」を「又は」に、「軽

自動車税」を「種別割」に改める。  

 

  附則第１５条の次に次の５条を加える。  

  （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）  

第１５条の２  軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章第２節の

規定にかかわらず、長野県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行

うものとする。  

  （軽自動車税の環境性能割の減免の特例）  

第１５条の３  市長は、当分の間、第８１条の８の規定にかかわらず、長野県知事

が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める三

輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。  

  （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例）  

第１５条の４  第８１条の６の規定による申告納付については、当分の間、同条中

「市長」とあるのは、「長野県知事」とする。  

  （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付）  

第１５条の５  市は、長野県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を

行うために要する費用を補償するため、法附則第２９条の１６第１項に掲げる金

額の合計額を、徴収取扱費として長野県に交付する。  

  （軽自動車税の環境性能割の税率の特例）  

第１５条の６  営業用の三輪以上の軽自動車に対する第８１条の４の規定の適用に

ついては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

第１号  １００分の１  １００分の０ .５  

第２号  １００分の２  １００分の１  

第３号  １００分の３  １００分の２  

２  自家用の三輪以上の軽自動車に対する第８１条の４（第３号に係る部分に限

る。）の規定の適用については、同号中「１００分の３」とあるのは、「１００

分の２」とする。  
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  附則第１６条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第１項

中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を「最初の法第  

４４４条第３項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、

同項の表を次のように改める。  

第２号ア (イ ) ３ ,９００円  ４ ,６００円  

第２号ア (ウ )ａ  ６ ,９００円  ８ ,２００円  

 １０ ,８００円  １２ ,９００円  

第２号ア (ウ )ｂ  ３ ,８００円  ４ ,５００円  

 ５ ,０００円  ６ ,０００円  

 

  附則第１６条第２項から第４項までを削る。  

 

 （伊那市税条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第３条  伊那市税条例の一部を改正する条例（平成２６年伊那市条例第１７号）の

一部を次のように改正する。  

 

  附則第５条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例第８２条及

び新条例」を「伊那市税条例第８２条及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に

「同条例の」を加え、同条の表を次のように改める。  

第８２条第２号ア (イ ) ３ ,９００円  ３ ,１００円  

第８２条第２号ア (ウ )ａ  ６ ,９００円  ５ ,５００円  

 １０ ,８００円  ７ ,２００円  

第８２条第２号ア (ウ )ｂ  ３ ,８００円  ３ ,０００円  

 ５ ,０００円  ４ ,０００円  

附則第１６条第１項  第８２条  伊那市税条例の一部を改

正する条例（平成２６年

伊那市条例第１７号。以

下この条において「平成

２６年改正条例」とい

う。）附則第５条の規定

により読み替えて適用さ

れる第８２条  

附則第１６条第１項の表

第２号ア (イ )の項  

第２号ア (イ ) 平成２６年改正条例附則

第５条の規定により読み

替えて適用される第８２  

  条第２号ア (イ ) 

 ３ ,９００円  ３ ,１００円  
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附則第１６条第１項の表

第２号ア (ウ )ａの項  

第２号ア (ウ )ａ  平成２６年改正条例附則

第５条の規定により読み

替えて適用される第８２

条第２号ア (ウ )ａ  

 ６ ,９００円  ５ ,５００円  

 １０ ,８００円  ７ ,２００円  

附則第１６条第１項の表

第２号ア (ウ )ｂの項  

第２号ア (ウ )ｂ  平成２６年改正条例附則

第５条の規定により読み

替えて適用される第８２

条第２号ア (ウ )ｂ  

 ３ ,８００円  ３ ,０００円  

 ５ ,０００円  ４ ,０００円  

 

 

   附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第２条及び第３条

並びに附則第３条の規定は、平成３１年１０月１日から施行する。  

（軽自動車税に関する経過措置）  

第２条  第１条の規定による改正後の伊那市税条例附則第１６条の規定は、平成２９

年度分の軽自動車税について適用する。  

第３条  第２条の規定による改正後の伊那市税条例（以下「３１年新条例」とい

う。）の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第１条ただし書に規

定する施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の

環境性能割について適用する。  

２  ３１年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成３２年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成３１年度分までの軽自動車税に

ついては、なお従前の例による。  

 

 

 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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（提案理由）  

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及

び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成２８年法律第

８６号）等の施行等に伴い、所要の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第９号  

 

伊那市子育て支援センター条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市子育て支援センター条例（平成２５年伊那市条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

 第２条の表中  

「  

伊那市美篶子育て支援センター  伊那市美篶３１０７番地１  

                                    」を  

「  

伊那市美篶子育て支援センター  伊那市美篶３１０７番地１  

伊那市西箕輪子育て支援センター  伊那市西箕輪６５７９番地  

                                    」に

改める。  

 

 第６条を次のように改める。  

 （使用料）  

第６条  センターの使用料は、無料とする。  

 

 第７条及び第８条を削り、第９条を第７条とする。  

 

 第１０条本文中「利用者」を「センターを利用する者（以下「利用者」とい

う。）」に改め、同条ただし書中「責」を「責め」に改め、同条を第８条とし、第  

１１条を第９条とする。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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（提案理由）  

伊那市西箕輪子育て支援センターを設置するとともに、使用料を無料とする等所要

の改正を行うため、提案するものであります。  



 

 - 26 - 

議案第１０号  

 

伊那市老人福祉センター等条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市老人福祉センター等条例（平成１８年伊那市条例第８２号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

 第２条の表中  

「  

老人憩の家東春近荘  伊那市東春近２３４７番地  

老人憩の家手良荘  伊那市手良沢岡８６３番地２  

                                    」を  

「  

老人憩の家手良荘  伊那市手良沢岡８６３番地２  

                                    」に、

「  

老人憩の家西箕輪荘  伊那市西箕輪６７０２番地１  

老人憩の家西春近荘  伊那市西春近５１４０番地３  

                                    」を  

「  

老人憩の家西春近荘  伊那市西春近５１４０番地３  

                                    」に、

「  

老人憩の家西部荘  伊那市荒井３８３４番地１  

伊那市高遠町老人福祉センター  伊那市高遠町長藤１７７０番地  

                                    」を  

「  

伊那市高遠町老人福祉センター  伊那市高遠町長藤１７７０番地  

                                    」に

改める。  

 

 第１２条、別表第１第１項及び別表第２第１項中「、老人憩の家東春近荘  

」、「、老人憩の家西箕輪荘」及び「、老人憩の家西部荘」を削る。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  
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平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

老人憩の家東春近荘、老人憩の家西箕輪荘及び老人憩の家西部荘を廃止するため、

提案するものであります。  
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議案第１１号  

 

伊那市営住宅条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市営住宅条例（平成１８年伊那市条例第１４９号）の一部を次のように改正す

る。  

 

 別表第１中  

「  

 伊那市山寺２５３１番地  木造  ３０ .５７  昭和２９年度  ４戸  

                                    」を  

「  

 伊那市山寺２５３１番地  木造  ３０ .５７  昭和２９年度  ２戸  

                                    」に、  

「  

 伊那市山寺２５１５番地２  木造  ２９ .７５  昭和３２年度  ２戸  

                                    」を  

「  

 伊那市山寺２５１５番地２  木造  ２９ .７５  昭和３２年度  １戸  

                                    」に

改める。  

 

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

（提案理由）  

市営住宅のうち使用に耐えなくなったものを廃止するため、提案するものでありま

す。  
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議案第１２号  

 

伊那市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市学校給食共同調理場条例（平成１８年伊那市条例第１７３号）の一部を次の

ように改正する。  

 

第２条の表中  

「  

名称  位置  

」を  

「  

名称  位置  

伊那中学校・伊那西小学校給食共同調理場  伊那市荒井４４６０番地  

」に  

改める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

伊那中学校・伊那西小学校給食共同調理場を設置するため、提案するものでありま

す。  
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議案第１３号   

 

人権擁護委員候補者の推薦について  

 

 

下記の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  

 

記  

 

氏  名 生 年 月 日 住      所 備考 

山口  光 昭和２４年７月３日 長野県伊那市日影２３番地１ 再任 

鹿野  剛 昭和２５年５月１６日 長野県伊那市富県５６２８番地６８ 新任 

山口  治 昭和２３年３月２２日 長野県伊那市美篶３７１７番地４ 再任 

大倉 博子 昭和２５年１０月１１日 長野県伊那市西箕輪５０９４番地５ 新任 

 

 

 

平成２９年２月２７日提出  
 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

山口光委員、埋橋喜美子委員、山口治委員及び土肥袈裟次委員が平成２９年６月３０

日をもって任期満了となることに伴い、上記の者を人権擁護委員候補者として推薦し

たいので、提案するものであります。  

なお、委員の任期は３年、略歴は別紙のとおりであります。  
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略     歴  
 

山
やま

 口
ぐち

  光
ひかる

 

 

       昭和２４年７月３日生（満６７歳）  

         本  籍  長野県伊那市日影２３番地１  

         住  所  長野県伊那市日影２３番地１  

 

 
 

最 終 学 歴 
 
 
  昭和４８年  ３月   信州大学教育学部卒業  
 
 
 
 

職     歴 
 
 
自  昭和４８年  ４月  
            長野県内小学校教諭  
至  平成１０年  ３月  

 
自  平成１０年  ４月  
            飯山市立常盤小学校教頭  
至  平成１３年  ３月  

 
自  平成１３年  ４月  
            高遠町立高遠北小学校教頭  
至  平成１７年  ３月  

 
自  平成１７年  ４月  
            丸子町立西内小学校長  
至  平成２０年  ３月  

 
自  平成２０年  ４月  
            伊那市立手良小学校長  
至  平成２２年  ３月  

 
自  平成２２年  ４月  
            伊那市教育委員会非常勤職員  
至  平成２３年  ３月  
 
 
 
 

公  職  歴 
 
 
自  平成２３年  ４月  
            人権擁護委員（２期目）  
至  現       在  
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略     歴  
 

鹿
しか

 野
の

  剛
つよし

 

 

       昭和２５年５月１６日生（満６６歳）  

         本  籍  長野県伊那市富県５６２８番地  

         住  所  長野県伊那市富県５６２８番地６８  

 

 
 

最 終 学 歴 
 
 
  昭和４９年  ３月   新潟大学人文学部卒業  
 
 
 
 

職     歴 
 
 
自  昭和４９年  ４月  
            信州学園伊那女子高等学校教諭  
至  昭和６０年  ３月  

 
自  昭和６０年  ４月  
            高松学園伊那西高等学校教諭  
至  平成２３年  ３月  

 
自  平成２３年  ４月  
            高松学園伊那西高等学校常勤講師  
至  平成２８年  ３月  
 
 
 
 

公  職  歴 
 
 
自  平成２８年  １月  
            桜井区長  
至  平成２８年１２月  
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略     歴  
 

山
やま

 口
ぐち

  治
おさむ

 

 

       昭和２３年３月２２日生（満６８歳）  

         本  籍  長野県伊那市美篶３７１７番地４  

         住  所  長野県伊那市美篶３７１７番地４  

 

 
 

最 終 学 歴 
 
 
  昭和４１年  ３月   長野県中条高等学校卒業  
 
 
 
 

職     歴 
 
 
自  昭和４１年  ４月  
            長野県警察官  
至  平成  ４年  ３月  

 
自  平成  ４年  ６月  
            新日本警備保障株式会社  
至  平成１２年１２月  

 
自  平成１３年  １月  
            株式会社ニシザワ  
至  現       在  
 
 
 
 

公  職  歴 
 
 
自  平成２３年  ４月  
            人権擁護委員（２期目）  
至  現       在  
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略     歴  
 

大
おお

 倉
くら

 博
ひろ

 子
こ

 

 

       昭和２５年１０月１１日生（満６６歳）  

         本  籍  長野県伊那市西箕輪５０９４番地５  

         住  所  長野県伊那市西箕輪５０９４番地５  

 

 
 

最 終 学 歴 
 
 
  昭和４８年  ３月   山梨県立高等看護学院保健婦学科卒業  
 
 
 
 

職     歴 
 
 
自  昭和４８年  ４月  
            諏訪赤十字病院  
至  昭和５０年  ３月  

 
自  昭和５０年  ４月  
            山梨県大月保健所  
至  昭和５２年  ３月  

 
自  昭和５２年  ４月  
            伊那市職員  
至  平成２１年  ３月  

 
自  平成２２年  ４月  
            伊那市非常勤職員  
至  平成２４年  ３月  

 
自  平成２６年  ４月  
            伊那市社会福祉協議会  
至  平成２７年  ３月  

 
自  平成２７年  ４月  
            箕輪町非常勤職員  
至  現       在  
 
 
 
 

公  職  歴 
 
 
自  平成２５年  ４月  
            伊那市少年補導委員  
至  平成２７年  ３月  

 
自  平成２５年  ４月  
            上伊那広域連合介護認定審査会委員  
至  現       在  
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議案第１４号  

 
平成２８年度伊那市一般会計第６回補正予算について  

 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市一般会計第６回補正予算を、別冊のとおり提出する。  
 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第１５号  

 
平成２８年度伊那市国民健康保険特別会計第２回補正予算について  

 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市国民健康保険特別会計第２回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第１６号  

 
平成２８年度伊那市国民健康保険直営診療所特別会計第２回補正予算に  

ついて  

 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市国民健康保険直営診療所特別会計第２回補正予算を、別冊のとおり提出す

る。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第１７号  

 
平成２８年度伊那市後期高齢者医療特別会計第１回補正予算について  

 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市後期高齢者医療特別会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第１８号  

 
平成２８年度伊那市介護保険特別会計第３回補正予算について  

 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市介護保険特別会計第３回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第１９号  

 
平成２８年度伊那市簡易水道事業特別会計第２回補正予算について  

 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市簡易水道事業特別会計第２回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２０号  

 
平成２８年度伊那市水道事業会計第３回補正予算について  

 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市水道事業会計第３回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２１号  

 
平成２８年度伊那市下水道事業会計第２回補正予算について  

 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市下水道事業会計第２回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２２号  

 
平成２８年度伊那市自動車運送事業会計第１回補正予算について  

 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市自動車運送事業会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。  
 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２３号  

 

平成２９年度伊那市一般会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２９

年度伊那市一般会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２４号  

 

平成２９年度伊那市国民健康保険特別会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２９

年度伊那市国民健康保険特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２５号  

 

平成２９年度伊那市国民健康保険直営診療所特別会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２９

年度伊那市国民健康保険直営診療所特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２６号  

 

平成２９年度伊那市後期高齢者医療特別会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２９

年度伊那市後期高齢者医療特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２７号  

 

平成２９年度伊那市介護保険特別会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２９

年度伊那市介護保険特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２８号  

 

平成２９年度伊那市営駐車場事業特別会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２９

年度伊那市営駐車場事業特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２９号  

 

平成２９年度伊那市公有財産管理活用事業特別会計予算について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、平成２９

年度伊那市公有財産管理活用事業特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３０号  

 

平成２９年度伊那市水道事業会計予算について  

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、平成

２９年度伊那市水道事業会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３１号  

 

平成２９年度伊那市下水道事業会計予算について  

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、平成

２９年度伊那市下水道事業会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３２号  

 

平成２９年度伊那市自動車運送事業会計予算について  

 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、平成

２９年度伊那市自動車運送事業会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 
 
 

平成２９年２月２７日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 


